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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
中
国
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
事
業
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
一
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
実
処
理
が
決
定
で
き
な
い
」
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
中
国
吉
林
省
ハ
ル
バ
嶺
に
お
け
る
実
処
理
施

設
の
基
本
的
な
処
理
技
術
に
つ
い
て
は
、
既
に
加
熱
爆
破
方
式
を
採
用
す
る
旨
を
日
中
間
で
合
意
し
て
い
る
。

一
の
（
二
）
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
四
月
二
十
五
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
〇
〇
号
）
一
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て
で
述

べ
た
ハ
ル
バ
嶺
に
お
い
て
遺
棄
化
学
兵
器
を
処
理
す
る
た
め
、
発
掘
回
収
施
設
及
び
実
処
理
施
設
（
以
下
「
処
理
施
設
」
と

総
称
す
る
。
）
を
建
設
す
る
に
当
た
っ
て
中
国
政
府
か
ら
取
得
す
る
事
業
承
認
に
つ
い
て
は
、
中
国
外
交
部
が
平
成
十
六
年

三
月
か
ら
当
該
事
業
承
認
取
得
の
た
め
の
申
請
の
手
続
を
進
め
て
お
り
、
そ
の
承
認
申
請
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
名

称
、
事
業
実
施
の
理
由
、
建
設
を
予
定
し
て
い
る
施
設
の
概
要
、
廃
棄
の
た
め
の
技
術
等
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
（
一
）
に
つ
い
て

移
動
式
処
理
設
備
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
ス
方
式
に
よ
っ
て
調
達
す
る
予
定
で
あ
り
、
平
成
二
十
年
度
予
算
に
お
い
て
計
上

し
て
い
る
五
億
円
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
必
要
と
見
込
ま
れ
る
当
該
設
備
の
リ
ー
ス
経
費
を
計
上
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

一



積
算
根
拠
に
つ
い
て
は
、
今
後
入
札
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
公
表
す
れ
ば
予
定
価
格
を
類
推
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
お
示
し
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
の
（
二
）
に
つ
い
て

移
動
式
処
理
設
備
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
中
国
側
か
ら
提
案
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
昨
年
四
月
の
日
中
首
脳
会
談

に
お
い
て
、
日
本
側
か
ら
表
明
し
、
中
国
側
は
こ
れ
を
歓
迎
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
当
該
設
備
の
処
理
能
力
の
試

算
に
つ
い
て
中
国
側
に
提
示
し
た
こ
と
は
な
い
。

三
の
（
一
）
に
つ
い
て

中
国
に
お
い
て
遺
棄
化
学
兵
器
を
廃
棄
処
理
す
る
事
業
（
以
下
「
処
理
事
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
中
国
に
お
い

て
長
期
間
埋
設
さ
れ
た
大
量
の
遺
棄
化
学
兵
器
を
処
理
す
る
も
の
で
あ
り
、
知
見
及
び
技
術
を
新
た
に
蓄
積
し
な
が
ら
進
め

て
い
く
と
い
う
特
殊
性
を
有
す
る
こ
と
、
ま
た
、
ハ
ル
バ
嶺
に
お
け
る
事
業
が
本
格
化
す
る
に
当
た
り
、
行
政
組
織
の
運
営

の
効
率
化
の
観
点
等
の
理
由
に
よ
り
、
内
閣
府
が
処
理
施
設
等
を
調
達
、
維
持
・
管
理
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業
務
及
び
調
達
業
務
を
一
体
的
に
処
理
す
る
管
理
会
社
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
り
、

平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま
で
の
間
に
株
式
会
社
遺
棄
化
学
兵
器
処
理
機
構
と
契
約
し
て
き
た
こ
と
は
適
切
で
あ

二



っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
の
（
二
）
、
五
の
（
二
）
及
び
六
に
つ
い
て

中
国
に
お
け
る
遺
棄
化
学
兵
器
に
つ
い
て
は
、
ハ
ル
バ
嶺
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
約
三
十
万
か
ら
四
十
万
発

の
ほ
か
、
ハ
ル
バ
嶺
以
外
の
中
国
各
地
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
約
四
万
四
千
発
を
発
掘
回
収
し
た
。
他
方
、
日
中
双
方
に
遺

棄
化
学
兵
器
の
所
在
に
関
す
る
資
料
は
十
分
な
も
の
が
な
く
、
す
べ
て
の
埋
設
地
等
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
今

後
も
新
た
に
発
見
さ
れ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
昨
年
四
月
の
日
中
首
脳
会
談
に
お
い
て
表
明
し
た
移
動
式
処

理
設
備
の
導
入
等
、
合
理
的
か
つ
迅
速
に
処
理
を
実
施
す
る
と
の
観
点
か
ら
処
理
事
業
全
体
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行

っ
て
い
る
ほ
か
、
近
年
も
中
国
各
地
で
遺
棄
化
学
兵
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
時
点
に
お

い
て
、
化
学
兵
器
の
開
発
、
生
産
、
貯
蔵
及
び
使
用
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
（
平
成
九
年
条
約
第
三
号
）
の
廃

棄
期
限
ま
で
の
「
処
理
計
画
」
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
政
府
と
し
て
は
、
そ
の
廃
棄
期
限
を

念
頭
に
置
き
、
こ
れ
ら
の
遺
棄
化
学
兵
器
の
廃
棄
を
一
日
も
早
く
完
了
す
べ
く
最
大
限
の
努
力
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

四
の
（
一
）
に
つ
い
て

三



こ
れ
ま
で
、
日
中
間
に
お
い
て
は
、
処
理
事
業
の
実
施
中
に
万
一
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
化
学
剤
に
よ
る
負
傷

者
に
対
す
る
治
療
方
法
、
事
故
発
生
時
の
緊
急
時
対
応
計
画
、
処
理
事
業
の
実
施
場
所
の
近
隣
に
所
在
す
る
医
療
機
関
等
に

つ
い
て
、
調
査
や
協
議
を
行
っ
て
き
て
い
る
。

四
の
（
二
）
に
つ
い
て

先
の
大
戦
に
係
る
日
中
間
の
請
求
権
の
問
題
は
、
昭
和
四
十
七
年
の
日
中
共
同
声
明
発
出
後
、
存
在
し
て
お
ら
ず
、
政
府

と
し
て
御
指
摘
の
「
救
済
措
置
」
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五
の
（
一
）
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
、
旧
日
本
軍
関
係
者
等
か
ら
の
聴
取
等
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
中
国
に
お
け
る
遺
棄
化
学
兵
器
の
所
在
に
関
す
る

情
報
に
つ
い
て
は
、
逐
次
、
中
国
側
に
提
供
し
て
き
て
い
る
。

四


